
 
令和７年１２月市議会定例会議 

 

  
 

建 設 水 道 常 任 委 員 会 資 料 

 

 

議案第１０９号 令和７年度福島市一般会計補正予算（第４号）中、都市政策部所管分  

・福島駅東口地区市街地再開発事業               ・・・・・・・・ Ｐ. ２ 

議案第１２９号 民事調停申立ての件                       ・・・・・・・・ Ｐ．４ 

報告第 ２６号 専決処分報告の件 

・専決第２６号 損害賠償の額の決定並びに和解の件       ・・・・・・・・ Ｐ．５ 

 

 

 

 

都 市 政 策 部 
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 議案第１２９号 民事調停申立ての件 
 

 １．申立件名 福島市営住宅に係る滞納家賃等の支払いに関する調停申立て 

２．民事調停対象者 ２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

番号 家賃等の滞納額 滞納月数 

１ ６３，０００円 １４月 

２ ４１７，８００円 ２１月 

○民事調停申立ての趣旨 

 市営住宅に係る家賃等の滞納者を放置すれば、滞納の増加を招くことから、法的措置により滞納解消を図るものである。入居を継続し

たまま、市営住宅に係る滞納家賃等の支払いを求める。 

議 案 書 

Ｐ68～Ｐ69  

住宅政策課 

 
福島市法的措置（明渡し請求訴訟等）対象者を選定するための基準 

 

（１）６か月以上又は１０万円以上の滞納者 

（２）再三の納付指導にもかかわらず、誠意を示さない者のうちから、特に悪質と認められる者 

① 生活保護受給者で住宅扶助費の支給を受けているにも拘らず納付しない者 

② 臨戸訪問、文書催告等による納付指導に長期に渡り応じない者 

③ 納付指導による分割納付誓約を履行しない者 

ただし、入居者または同居親族が傷病等で長期の療養を要し、多額の出費を余儀なくされたとき、主たる生計維持者が死亡したとき、不慮の災害に

あったときで、いずれも住宅扶助を受けていないときは考慮する。 

（３）法令等に違反して不正に住宅を使用し、再三の指導に従わない者。 

（４）連帯保証人としての債務弁済能力がありながら、債務清算に応じない者。 

（令和７年１１月１日現在） 
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